
サービス内容略称 給付率 合成単位数 算定単位

A3 1111 90%

A3 1112 80%

A3 1113 70%

A3 1121 90%

A3 1122 80%

A3 1123 70%

A3 1211 90%

A3 1212 80%

A3 1213 70%

A3 1221 90%

A3 1222 80%

A3 1223 70%

A3 1311 90%

A3 1312 80%

A3 1313 70%

A3 1321 90%

A3 1322 80%

A3 1323 70%

A3 1130 90%

A3 1131 80%

A3 1132 70%

A3 1135 90%

A3 1136 80%

A3 1137 70%

A3 1230 90%

A3 1231 80%

A3 1232 70%

A3 1235 90%

A3 1236 80%

A3 1237 70%

A3 1330 90%

A3 1331 80%

A3 1332 70%

A3 1335 90%

A3 1336 80%

A3 1337 70%

１月につき

訪問型サービスAⅢ　基本報酬日割り 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 123 １日につき

訪問型サービスAⅢ　基本報酬 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 3,727

高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1 １日につき

訪問型サービスAⅡ　基本報酬 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 2,349 １月につき

訪問型サービスAⅡ　基本報酬日割り 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 77 １日につき

訪問型サービスAⅡ　高齢者虐待防止措置未実施減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（23単位減算） -23 １月につき

訪問型サービスAⅡ　高齢者虐待防止措置未実施減算日割り 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1

訪問型サービスAⅠ　高齢者虐待防止措置未実施減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（12単位減算） -12 １月につき

訪問型サービスAⅠ　高齢者虐待防止措置未実施減算日割り 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1 １日につき

１日につき

訪問型サービスAⅢ　高齢者虐待防止措置未実施減算 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬×-1/100（37単位減算） -37 １月につき

訪問型サービスAⅢ　高齢者虐待防止措置未実施減算日割り

和光市総合事業　A3　訪問型サービス費（独自/定率）　サービスコード表

サービスコード 算定項目

訪問型サービスAⅠ　基本報酬 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 1,176 １月につき

訪問型サービスAⅠ　基本報酬日割り 訪問型A 事業対象者・要支援１・２ 39 １日につき



サービス内容略称 給付率 合成単位数 算定単位

A3 1150 90%

A3 1151 80%

A3 1152 70%

A3 1155 90%

A3 1156 80%

A3 1157 70%

A3 1250 90%

A3 1251 80%

A3 1252 70%

A3 1255 90%

A3 1256 80%

A3 1257 70%

A3 1350 90%

A3 1351 80%

A3 1352 70%

A3 1355 90%

A3 1356 80%

A3 1357 70%

A3 1160 90%

A3 1161 80%

A3 1162 70%

A3 1260 90%

A3 1261 80%

A3 1262 70%

A3 1360 90%

A3 1361 80%

A3 1362 70%

A3 1170 90%

A3 1171 80%

A3 1172 70%

A3 1270 90%

A3 1271 80%

A3 1272 70%

A3 1370 90%

A3 1371 80%

A3 1372 70%

A3 1180 90%

A3 1181 80%

A3 1182 70%

A3 1280 90%

A3 1281 80%

A3 1282 70%

A3 1380 90%

A3 1381 80%

A3 1382 70%

サービスコード 算定項目

訪問型サービスAⅢ　同一建物減算③
正当な理由なく、一定期間に提供した訪問型予サービスの提供
総数のうち、事業所と同一建物に居住する利用者に提供された
ものの割合が100分の90以上である場合

基本報酬×-12/100 -447 １月につき

訪問型サービスAⅢ　同一建物減算②
事業所と同一建物に居住する利用者（1月あたり50人以上）に、
訪問型サービスを行う場合

基本報酬×-15/100 -559 １月につき

訪問型サービスAⅡ　同一建物減算③
正当な理由なく、一定期間に提供した訪問型予サービスの提供
総数のうち、事業所と同一建物に居住する利用者に提供された
ものの割合が100分の90以上である場合

基本報酬×-12/100 -281 １月につき

訪問型サービスAⅠ　同一建物減算③
正当な理由なく、一定期間に提供した訪問型予サービスの提供
総数のうち、事業所と同一建物に居住する利用者に提供された
ものの割合が100分の90以上である場合

基本報酬×-12/100 -141 １月につき

基本報酬×-10/100 -372 １月につき

訪問型サービスAⅢ　業務継続計画未策定減算 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（37単位減算） -37 １月につき

訪問型サービスAⅢ　業務継続計画未策定減算日割り 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1 １日につき

訪問型サービスAⅠ　業務継続計画未策定減算 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（12単位減算）

訪問型サービスAⅡ　同一建物減算②
事業所と同一建物に居住する利用者（1月あたり50人以上）に、
訪問型サービスを行う場合

基本報酬×-15/100 -352 １月につき

訪問型サービスAⅡ　同一建物減算①
事業所と同一建物に居住する者又は同一の建物に居住する利
用者（1月あたり20人以上）に訪問型サービスを行う場合

基本報酬×-10/100 -234 １月につき

訪問型サービスAⅠ　同一建物減算②
事業所と同一建物に居住する利用者（1月あたり50人以上）に、
訪問型サービスを行う場合

基本報酬×-15/100 -176 １月につき

訪問型サービスAⅢ　同一建物減算①
事業所と同一建物に居住する者又は同一の建物に居住する利
用者（1月あたり20人以上）に訪問型サービスを行う場合

訪問型サービスAⅡ　業務継続計画未策定減算 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（23単位減算） -23 １月につき

訪問型サービスAⅡ　業務継続計画未策定減算日割り 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1 １日につき

訪問型サービスAⅠ　同一建物減算①
事業所と同一建物に居住する者又は同一の建物に居住する利
用者（1月あたり20人以上）に訪問型サービスを行う場合

基本報酬×-10/100 -117 １月につき

-12 １月につき

訪問型サービスAⅠ　業務継続計画未策定減算日割り 業務継続計画未策定減算 基本報酬×-1/100（１単位減算） -1 １日につき



サービス内容略称 給付率 合成単位数 算定単位

A3 1410 90%

A3 1411 80%

A3 1412 70%

A3 1415 90%

A3 1416 80%

A3 1417 70%

A3 1420 90%

A3 1421 80%

A3 1422 70%

A3 1425 90%

A3 1426 80%

A3 1427 70%

A3 1510 90%

A3 1511 80%

A3 1512 70%

A3 1610 90%

A3 1611 80%

A3 1612 70%

A3 1710 90%

A3 1711 80%

A3 1712 70%

A3 1515 90%

A3 1516 80%

A3 1517 70%

A3 1615 90%

A3 1616 80%

A3 1617 70%

A3 1715 90%

A3 1716 80%

A3 1717 70%

A3 1520 90%

A3 1521 80%

A3 1522 70%

A3 1620 90%

A3 1621 80%

A3 1622 70%

A3 1720 90%

A3 1721 80%

A3 1722 70%

A3 1525 90%

A3 1526 80%

A3 1527 70%

A3 1625 90%

A3 1626 80%

A3 1627 70%

A3 1725 90%

A3 1726 80%

A3 1727 70%

訪問型サービスAⅢ　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 3,727単位の145/1,000 540 １月につき

訪問型サービスAⅠ　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 1,176単位の145/1,000 170 １月につき

訪問型サービスAⅡ　介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 2,349単位の145/1,000 340 １月につき

訪問型サービスAⅡ　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 2,349単位の182/1,000 427 １月につき

訪問型サービスAⅢ　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 3,727単位の182/1,000 678 １月につき

訪問型サービスAⅢ　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 3,727単位の224/1,000 834 １月につき

訪問型サービスAⅠ　介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 1,176単位の182/1,000 214 １月につき

訪問型サービスAⅠ　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 1,176単位の224/1,000 263 １月につき

訪問型サービスAⅡ　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 2,349単位の224/1,000 526 １月につき

訪問型サービスAⅡ　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 2,349単位の245/1,000 575 １月につき

訪問型サービスAⅢ　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 3,727単位の245/1,000 913 １月につき

訪問型サービスAⅠ・Ⅱ・Ⅲ　口腔連携強化加算 口腔連携強化加算 50 １月につき

訪問型サービスAⅠ　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 1,176単位の245/1,000 288 １月につき

訪問型サービスAⅠ・Ⅱ・Ⅲ　生活機能向上連携加算（Ⅰ） 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 １月につき

訪問型サービスAⅠ・Ⅱ・Ⅲ　生活機能向上連携加算（Ⅱ） 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 １月につき

サービスコード 算定項目

訪問型サービスAⅠ・Ⅱ・Ⅲ　初回加算 初回加算 200 １月につき


